
社会福祉主事の任用資格を得るには、次の（ア）～（ウ）のいずれかに該当することが必要です。

　（ア）社会福祉法の規定に基づく厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を、3科目以上履修していること

　　　　※科目の例については、表１を参照してください（科目の読替えについては表２を参照）。

　（イ）社会福祉法の規定に基づく厚生労働大臣の指定する養成機関または講習会の課程を修了すること

　（ウ）社会福祉士または精神保健福祉士

表１．【厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目】

平成12年3月31日までに大学等を卒業した方に

適用される科目（３２科目）

平成12年4月1日以降に適用される科目（３４科目）

※平成12年度に在学中の方は、左表も適用

社会福祉概論 社会福祉概論

社会福祉事業史 社会福祉事業史

社会福祉事業方法論 社会福祉援助技術論

社会調査統計 社会福祉調査論

社会福祉施設経営論 社会福祉施設経営論

社会福祉行政 社会福祉行政論

公的扶助論 社会保障論

児童福祉論 公的扶助論

保育理論 児童福祉論

身体障害者福祉論 家庭福祉論

知的障害者福祉論 保育理論

老人福祉論 身体障害者福祉論

医療社会事業論 知的障害者福祉論

地域福祉論 精神障害者保健福祉論

協同組合論 老人福祉論

法律学 医療社会事業論

経済学 地域福祉論

心理学 法学

社会学 民法

社会政策 行政法

経済政策 経済学

社会保障論 社会政策

教育学 経済政策

刑事政策 心理学

犯罪学 社会学

倫理学 教育学

生理衛生学 倫理学

公衆衛生学 公衆衛生学

精神衛生学 医学一般

医学知識 リハビリテーション論

看護学 看護学

栄養学 介護概論

栄養学

家政学

※「厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目」の読替えの範囲については、次ページ以降（表２）を参照してください。

社会福祉主事社会福祉主事社会福祉主事社会福祉主事のののの任用資格任用資格任用資格任用資格



表２．【厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目の読替えの範囲】

（平成25年3月28日社援発0328第3号　厚生労働省社会・援護局長通知より抜粋）

科目名 読替えの範囲

社会福祉概論 社会福祉、社会事業、社会保障制度と生活者の健康、現代社会と福祉

① 社会福祉事業史、社会福祉発達史、社会事業史、社会福祉の歴史

② 日本社会福祉事業史と西洋社会福祉事業史を履修していること

社会福祉援助技術論

① 社会福祉援助技術、社会福祉方法、社会事業方法、ソーシャルワーク、相

談援助

② 相談援助の基盤と専門職及び相談援助の理論と方法の２科目

社会福祉調査論

社会調査統計、社会福祉調査、社会福祉統計、社会福祉調査技術、ソーシャ

ルリサーチ、福祉ニーズ調査、社会調査の基礎、社会調査

社会福祉施設経営論

社会福祉施設経営、社会福祉施設運営、ソーシャルアドミニストレーション、社

会福祉管理、社会福祉管理運営、福祉サービスの組織と経営

社会福祉行政論

社会福祉行政、社会福祉行財政、福祉行財政、社会福祉法制、社会福祉法、

社会福祉計画、ソーシャルプランニング、福祉行財政と福祉計画

社会保障論 社会保障、社会保障制度と生活者の健康、社会保障制度

公的扶助論 公的扶助、生活保護、生活保護制度、低所得者に対する支援と生活保護制度

① 児童福祉、児童家庭福祉、子ども家庭福祉、こども家庭福祉

② 児童・家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度並びに家庭福祉論及びその

読替の範囲に含まれる科目のいずれかの２科目

① 家庭福祉、母子福祉、母子寡婦福祉、婦人保護、ファミリーサポート、家族

援助

② 児童・家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度並びに児童福祉論及びその

読替の範囲に含まれる科目のいずれかの２科目

保育理論 保育

① 身体障害者福祉

② 障害者福祉、障害福祉、心身障害者福祉、障害児（・）者福祉

（身体障害者福祉と知的障害者福祉を含んでいるものに限っては身体障害者

福祉と知的障害者福祉の２科目に該当する。）

① 知的障害者福祉

② 障害者福祉、障害福祉、心身障害者福祉、障害児（・）者福祉

（身体障害者福祉論と知的障害者福祉論の内容を全て含んでいるものに限っ

ては身体障害者福祉論と知的障害者福祉論の２科目に該当する。）

精神障害者保健福祉論

精神障害者保健福祉、精神保健福祉、精神衛生、精神保健、精神医学、精神

障害者福祉

老人福祉論

老人福祉、高齢者福祉、高齢者保健福祉、高齢者に対する支援と介護保険制

度

社会福祉事業史

児童福祉論

家庭福祉論

身体障害者福祉論

知的障害者福祉論



科目名 読替えの範囲

医療社会事業論 医療社会事業、医療福祉、医療ソーシャルワーク

地域福祉論

地域福祉、協同組合、コミュニティ（ー）ワーク、コミュニティ（ー）オーガニゼー

ション、地域福祉の理論と方法、コミュニティ（ー）福祉

法学 法律学、基礎法学、法学入門

民法 民法総則、民法入門

行政法

経済学 経済、基礎経済、経済学入門

社会政策 社会政策、労働経済

経済政策

心理学 心理、心理学理論と心理的支援、心理学入門

社会学 社会理論と社会システム、社会学入門

教育学 教育、教育学入門

倫理学 倫理、倫理学入門

公衆衛生学 公衆衛生、公衆衛生学入門

医学一般

① 医学知識、医学、医学入門、一般臨床医学、人体の構造と機能及び疾病、

人体の構造（・）機能（・）疾病

② 人体の構造と機能及び疾病の成り立ちと回復の促進を履修していること。

リハビリテーション論 リハビリテーション、リハビリテーション医学、リハビリテーション入門

看護学 看護、基礎看護、看護学入門

介護概論 介護福祉、介護、介護知識、介護の基本、介護学入門

栄養学 栄養、栄養指導、栄養（・）調理、基礎栄養学、栄養学入門

家政学 家政、家政学入門

　上記の指定科目名称以外であっても指定科目として認められる範囲（「読替え」と呼称）を規定しており、

この読替えの範囲としてあげられている科目名と同じ名称の科目を履修されていれば、この場合も指定

科目を履修したこととなります。詳しくは、厚生労働省のホームページ（社会福祉主事任用資格の取得方

法）をご参照ください。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/shakai-kaigo-fukushi9.html


